
                       徳島市監査委員告示第１６号  

 

  

         

 令和４年度に実施した定期監査に係る結果報告に基づき、措置を講じた旨の通

知が徳島市長から別紙のとおりあったので、地方自治法第１９９条第１４項の規

定により、当該通知に係る事項を公表する。  

 

 

令和５年５月１日  

 

    徳島市監査委員 尾 田 正 則 

        同    藤 原   晃 

                         同    土 井 昭 一 

                         同    武 知 浩 之 

    

 

 

  



徳市病発第５３号 

令和５年４月７日 

 

徳島市監査委員  殿 

 

徳島市長 内 藤 佐和子 

 

令和４年度定期監査結果に基づき次のとおり措置を講じたので、地方自治法第１９９条

第１４項の規定により通知します。 

 

監査の結果（令和５年３月３１日報告分）に基づく措置状況 

病院局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

１ 支出事務 

 ⑴  出張が完了した後、文書による復命

が行われていないものがあった。 

１ 支出事務 

 ⑴  復命の実施状況を点検し、未提出の 

復命書を整備するとともに、「徳島市病 

院局職員の勤務時間その他の勤務条件 

に関する規程第３０条第４項」に則り、 

出張が完了したときは文書による復命 

を行うように院内周知を行いました。 

 

２ その他 

 ⑴ タクシー券の受払簿において、使用

目的を確認することができなかった。 

 

２ その他 

 ⑴  タクシー券の受払簿に用途欄を設け 

  るとともに、使用目的を必ず明記する 

  よう院内周知を行いました。 

 

 


